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ちがさき都市マスタープラン抜粋 

 

5． 分野別の取組方針 

 

5-1-3 土地利用の方針 

（１）地域特性を生かした都市づくり         ←←←←←←←←←←←← 

（２）足を運びたくなる拠点の形成          ←←←←←←←←←←←← 

 

5-2-3 交通体系整備の方針 

（１） 安全で快適な道路交通の基盤づくり      ←←←←←←←←←←←← 

（２）過度に自動車に依存しない交通体系の形成    ←←←←←←←←←←←← 

（３）暮らしを楽しむ移動環境の形成 

 

5-3-3 自然環境保全・緑地整備の方針

（１）人々が身近にふれあうみどりの充実       ←←←←←←←←←←←← 

（２）生きものが生息・生育するみどりの確保     ←←←←←←←←←←←← 

（３）みどりと人々が出会う協働の仕組みづくり    ←←←←←←←←←←←← 

 

5-4-3 都市景観形成の方針

（１）景観資源と眺望の保全と継承          ←←←←←←←←←←←← 

（２）屋外の生活を楽しめる空間の創出        ←←←←←←←←←←←← 

（３）茅ヶ崎の価値・魅力を体感できる機会の創出   ←←←←←←←←←←←← 

 

5-5-3 住環境整備の方針 

（１）快適な住環境の形成              ←←←←←←←←←←←← 

（２）安心して住み続けられる住環境の形成      ←←←←←←←←←←←← 

 

5-6-3 都市防災の方針 

（１） 災害時の被害の軽減と、都市機能の維持を 

実現できる基盤づくり             ←←←←←←←←←←←← 

（２）被災後の復興に向けた取組の推進        ←←←←←←←←←←←← 

（３）自助・共助による取組の促進          ←←←←←←←←←←←← 
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